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平
成
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月
十
三
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内
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総
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大
臣

安
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議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
い
わ
ゆ
る
袴
田
事
件
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
い
わ
ゆ
る
袴
田
事
件
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
二
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
は
、

法
務
省
刑
事
局
に
お
い
て
起
案
し
、
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、
内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
提
出
質
問
第
一
二
五
号
）
三
に
お
い
て
お
尋
ね
の
「
右
の
経
緯
に
つ
き
、

政
府
、
特
に
法
務
省
、
検
察
庁
と
し
て
調
査
を
し
て
い
る
か
。
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
再
審
請
求
審
係
属
中
の
事
件
に
関
わ

る
事
柄
で
あ
り
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
に
予
断
を
与
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
前
回
答
弁
書
一
か
ら
三
ま
で
に

つ
い
て
の
と
お
り
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
上
級
庁
」
は
、
最
高
検
察
庁
及
び
東
京
高
等
検
察
庁
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
即
時
抗
告
に
つ
い
て
は
、
静
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
氏
名

一



に
つ
い
て
は
、
今
後
の
捜
査
・
公
判
活
動
等
に
支
障
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

二


